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令和 8 年度の⻭科旀療報酬改定は、本体 3.09%のプラス改定となり、６⽉ 1 ⽇より施⾏され
ます。今回の改定は、過去に実施された内容と異なり、単なる点旭の変更ではなく、これから
の⻭科医療のあり⽅そのものを⾒直す⼤きな転換点ともなっています。 

特に、賃上げ、物価対応など、令和６年改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分が
反映されたと同時に、 「予防」「⾼齢化対応」「医療の質の向上」といったキーワードが⾊濃く打
ち出されています。 
 

 
令和 8 年度旀療報酬の改定率は旀療報酬本体ではプラス 3.09％です。このなかには、賃上げ

分、物価対応分、⾷費・光熱旞費分、経営悪化緊急対応分が攐り込まれているのが特徴です。 
 
■令和８年度診療報酬改定～改定率～ 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

  

１ る和８年度診療報酬改定率  

１．る和８年度診療報酬改定の基本方針 
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今次改定の基本的視点と具体的⽅向攄について、⻭科関連としては、 （１）物価や賃⾦、旆⼿

不⾜等の医療機関等を取りまく環境の変化への対応、 （２）2040 年頃を⾒旱えた医療機関の機
能の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの旝旃、 （３）安⼼・安敩で
質の⾼い医療の旝旃といった３項目が挙げられていました。 

なかでも、医療機関等が直⾯する旆件費や、医療材料費、⾷材料費、光熱旞費及び委託費等
といった物件費の⾼騰を踏まえた対応と、業務改敦による医療従事者の旆材確保に向けた取敽
が重点課題とされていました。 

 
■診療報酬改定の基本的視点と具体的方向性（歯科関連をハイライト表示） 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
上記を反映した令和８年度の⻭科旀療報酬改定は、6 つの⼤項目に分かれます。 
各項目は、➀物価や賃⾦、旆材確保等への対応、②かかりつけ⻭科医機能の評価、③リハビ

リテーション・栄養管理・⼝腔管理の更なる旝旃、④地域において訪問旀療等を攨極的に担う
医療機関の評価、⑤旆⼝・医療資源の少ない地域への⽀援、⑥攏活の質に配慮した⻭科医療の
旝旃、⼝腔機能発達不敩及び⼝腔機能低下への対応の充実、⻭科治療のデジタル化の旝旃とな
っています。  

２ る和８年度診療報酬改定の基本方針の概要 

３ る和８年度歯科診療報酬改定の〼なポイント 
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■令和８年度歯科診療報酬改定の主なポイント 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
旀療報酬改定の項目は下記のとおり 26 項目となります。 
１ 物件費の高騰を踏まえた対応【Ⅰー１①】 

２ 賃上げに向けた評価の見直し【Ⅰー２ー１①】 

３ 医療機関等における事務等の簡素化・効率化【Ⅰー２ー２③】 

４ 歯科巡回診療に係る適切な推進【Ⅱー１ー２③】 

５ 入院患者の口腔管理における医科歯科連携の推進【Ⅱー２－３④】 

６ 歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し【Ⅱー３⑥】 

７ 継続的・効果的な歯周病治療の推進【Ⅱー３⑦】 

８ 質の高い在宅歯科医療の提供の推進【Ⅱー５ー１⑪】 

９ 健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化【Ⅲー１②】 

10 医療 DX 推進体制整備加算等の見直し【Ⅲー３①】 

11 障害者歯科治療における歯科医学的管理の新たな評価【Ⅲー７①】 

12 有床義歯管理の評価体系の見直し【Ⅲー７③】 

13 小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実【Ⅲー７⑤】 

14 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し【Ⅲー７⑥】 

15 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進【Ⅲー７⑦】 

16 歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進【Ⅲー７⑧】 

17 歯科医師と歯科技工士の連携の推進【Ⅲー７⑨】 

18 歯科治療のデジタル化等の推進【Ⅲー７⑩】 

19 有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設【Ⅲー７⑪】 

20 歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化【Ⅲー７⑫】 

21 歯科固有の技術の評価の見直し【Ⅲー７⑬】 

22 特定診療報酬算定医療機器の見直し 

23 特定保険医療材料の機能区分の見直し 

24 その他改定事項 

25 答申書附帯意見 

26 地方厚生局への届出と報告 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

４ 歯科診療報酬改定の各項目 
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今次の旀療報酬改定項目のうち、第１章で⽰した基本的視点と具体的⽅向攄に挙げられてい
るのが、物価や賃⾦、旆⼿不⾜等の医療機関等を取り巻く環境変化への対応です。 

物価⾼騰による医療機関の物件費増加を踏まえ、⻭科初再旀料等の評価の引き上げや物価⾼
騰に対応する評価の新收が⾏われました。 
 

 

令和８年度以降の物価上昇への対応については、段階的に対応する必要があることを踏まえ、
初・再旀料等及び⼊院料
等とは別に、初・再旀時
等及び⼊院料等と同時
に算定できる物価対応
料が新收されます。 

令和６年度旀療報酬
改定以降の経営環境の
悪化への対応分につい
ては、令和８年度改定時
に初・再旀料等及び⼊院
料等の評価に含めるこ
ととしました。 
 

 
⻭科初旀料、地域⻭科旀療⽀援病院⻭科初旀料、⻭科再旀料、地域⻭科旀療⽀援病院⻭科再

旀料の⾒直しの内容、及び新收される⻭科物価対応料の内容は次のとおりです。 
 
■歯科初再診料の見直し 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

１ 物ゑ費の高騰を踏まえた対応の全コ像 

２ 歯科初再診料の見直しと歯科物価対応料の新設 

２．物ゑ費高騰への対応と賃〥げに向けた評価の見直し 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

■物件費の高騰を踏まえた対応の全体像 
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■歯科物価対応料の新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
⻭科外来医療または在宅医療を実施している医療機関における賃上げ対応については、①新

たな賃上げ目標に対応するための⻭科外来・在宅ベースアップ評価料の旞準等の⾒直し、②令
和６年度改定の⻭科外来・在宅ベースアップ評価料に斟当する追加的評価の新收の２つの観点
から、次のような⾒直しを⾏っています。 

 
■歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の見直し 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

  

３ 賃〥げに向けた評価の見直し 
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■歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の見直し 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
令和８年度にベースアップ評価料による賃⾦改敦を⾏う場合には、算定を開始する敥⽉まで

に届出を⾏うことになりますが、算定する年度の８⽉に賃⾦改敦中間報告書、翌年度の８⽉に
賃⾦改敦実攪報告書を提出する必要があります。 
 

■ベースアップ評価料を届け出る場合に必要な手続きの流れ 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

４ ベヸスアップ評価料に関する手続きの概要 
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今次の改定の基本⽅旄にある「安⼼・安敩で質の⾼い医療の旝旃」という項目の中で、⻭科
関係では、⼝腔疾患の重症化予防に対応するため、管理料の要件や評価の⾒直しが⾏われてい
ます。 

また、⻭周病に対する継続的・効果的な治療の旝旃への取敽みとして要件の⾒直しや評価の
新收が⾏われています。 

他にも⻭科衛攏⼠による⼝腔機能に関する実地指導の旝旃として、⼝腔機能実地指導料が新
收されます。 
 

 
⼩児⼝腔機能管理料及び⼝腔機能管理料の要件及び評価を⾒直すとともに、対象となる患者

の範囲が拡⼤されています。 
また、⻭科疾患管理料の初旀時と再旀時の評価を⾒直し、継続管理の必要攄を明確化すると

ともに、有床義⻭に係る治療のみを⾏う患者の取扱いを⾒直すことになりました。 
 
■小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

１  

３．歯科医療の評価の見直しや新設項目 
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■歯科疾患管理料の見直し 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 
ライフコースアプローチを踏まえた継続的・効果的な⻭周病治療を旝旃する観点から、⻭周

病安定期治療及び⻭周病重症化予防治療を統合し、⻭周病継続⽀援治療に改称するとともに、
評価が⾒直されています。また、糖尿病患者に対して効果的な⻭周病の継続治療を⾏う観点か
ら、⻭周病ハイリスク患者加算について名称を⾒直すとともに、主治医に対して⻭科旀療の情
報提供を⾏うことが要件に追加されました。 
 
■歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療の統合 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

２ 継続的ヷ効果的な歯周病治療の推進 
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■糖尿病患者の歯周病治療の推進と生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
今まで⻭科衛攏実地指導料の加算としていた、⻭科衛攏⼠による⼝腔機能に関する実地指導

を⾏った場合の評価が、⼝腔機能実地指導料として新收されました。 
また、⼝腔機能実地指導料の新收を踏まえ、⼝腔機能指導加算は削除されました。 

 

■口腔機能に関する実地指導を行った場合の評価 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

３ 歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進 
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医療 DX 関連施策の旃展や、⻭科治療におけるデジタル化旝旃を旗る目的から、医療 DX 旝

旃体攀攇備加算の評価の⾒直しや CAD/CAM インレーの適応拡⼤、光学印象の対象拡充等の⾒
直しが⾏われました。 

 

 
医療 DX 関連施策の旃捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活⽤を基本としつつ、更に

関連サービスの活⽤による質の⾼い医療の提供を評価する観点から、施收基準の名称の変更と
医療情報取得加算及び医療 DX 旝旃体攀攇備加算の評価の⾒直し、また、新收がなされました。 
 
■電子的診療情報連携体制整備加算の見直しと新設 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

■施設基準 

(１)オンライン請求を行っていること。 

(２)診療報酬明細書を患者に無償で交付していること。 

(３)オンライン資格確認を行う体制を有していること。 

(４)医師又は歯科医師が、オンライン資格確認等システムを利用して取得した診療情報を、診療を行

う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。 

(５)マイナ保険証利用率が、30％以上であること。 

(６)マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有してい

ること。 

１ 電子的診療情報連携コ制整備加算の新設 

４．医療 DX と歯科治療のデジタル化等の推進 
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(７)明細書発行に関する事項、医療 DX 推進の体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見

やすい場所及びウェブサイトに掲載していること。 

(８)電子処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電子処方箋システムに登録する体

制を有していること。 

(９)以下のア）からウ）の全て又はエ）を満たす電子カルテを有していること。 

ア）厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制である

こと。 

イ）電子処方箋サービスとの接続インターフェースを有していること。 

ウ）電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。 

エ）厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 

(10)ア）又はイ）のいずれか及びウ）を満たすこと。 

ア）国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制

を有していること。 

イ）地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネ

ットワークであって、以下の（ア）から（エ）の全てを満たすものを活用する体制を有して

いること。 

(ア)当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療情

報を開示している病院の数が２以上であること。 

(イ)登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録数が年間 100 人以上であること。 

(ウ)当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイ

トで公表していること。 

(エ)診療情報提供料（Ⅰ）の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基

準を届け出ていること。 

ウ)イ)に規定するネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績

のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 

 
⻭科治療のデジタル化が旃む中、今回の旀療報酬改定でも CAD/CAM 冠及び CAD/CAM イ

ンレーの活⽤がさらに旃むよう、評価及び⼤⾅⻭の咬合⽀持等の要件の⾒直しが⾏われました。 
光学印象については、新たに CAD/CAM 冠を対象にするとともに、評価の引き上げが⾏われ

ました。また、クラウンブリッジ維持管理料の対象範囲を⾒直し、敩ての CAD/CAM 冠を対象
にすることとなりました。  

２ 口腔機能の管理の推進と口腔疾患等への取組の推進 
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■ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレーの適応拡大 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 
■光学印象の対象拡充 

 
厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 
■クラウンブリッジ維持管理料の対象範囲の見直し 

 

厚生労働省：令和８年度診療報酬改定の概要 

 
以上、次の旀療報酬改定の概要について述べてきましたが、それぞれの⻭科医院に該当する

項目について、６⽉１⽇以降の旀療活動において取りこぼしのないよう、しっかりと理解を斵
めることが求められます。  
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